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（1）略  

（2）教育・訓練・指導担当児童福祉司（スーパーバイザー）は、児童福祉  

（1）略  

（2）教育・訓練・指導担当児童福祉司（児童福祉司スーパーバイザー）はヾ   

児童福祉司及びその他相談担当職員の職務遂行能力の向上を目的として   
教育・訓練・指導に当たる児童福祉司であり、相談援助活動において少   
なくとも10年程度の経験 を有するなど相当程度の熟練を有している   
者でなければならない。教育・訓練・指導担当児童福祉司（児童福祉司  

司及びその他相談担当職員の職務遂行能力の向上を目的として教育・訓  
練・指導に当たる児童福祉司であり、相談援助活動において少なくとも  
10年程度の経験を有するなど相当程度の熟練を有している看でなけれ  
ばならない。教育・訓練・指導担当児童福祉司（スーパーバイザー）の   

スーパーバイザー）の配置の標準は児童福祉司おおむね5人につき1人   配置の標準は児童福祉司おおむね5人につき1人とする。   

（3）～（4）略  

とする。  

（3）～（4）略  

（5）教育・訓練・指導担当児童心理司（児童心理司スーパーバイザー）は  
児童心理司及び心理療法担当職員の職務遂行能力の向上を目的として教  
育・訓練・指導に当たる児童心理司であり 

にカウンセリングを少なくとも10年程度の経験を有するなど相当程度  

の熟練を有している者でなければならない。  

上吐略   

上吐略   

土色＿＿略   

第4節 各職員の職務内容  
1～4 略  
5．相談・指導部門の長  
（1）～（2）略  

（3）教育・訓練・指導担当児童福祉司（スーパーバイザー）の意見を参考   

上吐 略   

上旦 略   

＆ 略   

第4節 各職員の職務内容  
1～4 略  
5．相談・指導部門の長  
（1）～（2） 略  

（3）教育・訓練・指導担当児童福祉司（児童福祉司スーノ珊）の   
意見を参考としつつケースの進行管理を行うこと  

（4）略   

6～16 略   

17．教育・訓練・指導担当児童心理司（児童心理司スーパーバイザー）  

としつつケースの進行管理を行うこと  

（4）略   

6～16 略  

児童心理司及び心理療法担当職員に対し、専門的見地から職務遂行に必   
要な技術について教育・訓練・指導を行うこと   

担．児童心理司   

略  

17．児童心理司  

「函   
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坦．心理療法担当職員   
略   

嬰．保健師   
略   

塑．理学療法士等（言語治療担当職員を含む。）   
略   

些．臨床検査技師   
略   

嬰．児童指導員及び保育士   

略   

塑．一時保護対応協力員   

略   

塑．看護師   

略   

星旦．栄養士   

略   

壁．調理員   

略   

第5節 職員の資格、研修等  
1 略  
2．職員の研修等  

（1）略  

（2）各部門の長は各部門の職員に対し教育・訓練・指導（スーパービジ   
ョン）のできる者であることが適当であ旦 

＿」 

持射ス要  

建．心理療法担当職員   
略   

坦．保健師   
略   

些．理学療法士等（言語治療担当職員を含む。）   
略   

弘．臨床検査技師   
略   

塑．児童指導員及び保育土   

崎   

嬰．一時保護対応協力員   

略   

塑．看護師   

略   

塑．栄養士   

略   

塑．調理員   

略   

第5節 職員の資格、研修等  
1．略  
2，職員の研修等  

（1）略  

（2）各部門の長は各部門の職員に対し教育・訓練・指導（スーパービジョ   
ン）のできる看であることが適当である。特に、判定・指導部門の長に   
ついては、医師、児童福祉司、児童心理司等専門技術を有する着である   
ことが必要である。   
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るスーパーバイザー研修を受講することが望ましい。   

（3）児童福祉司及び児童心理司の教育・訓練・指導担当者（スーパーバイ   
ザー）は、教育・訓練・指導（スーパービジョン）に必要な知識・技術   

の修得の為に子どもの虹情報研修センターにおいて実施するスーパーバ   
． イザー研修を受講することが望ましい。   

上迫各職員は内部の職員又は外部の専門家による教育・訓練・指導（スー   
パービジョン）を受ける機会を積極的に活用し、また相互の指導・訓練  
・教育（スーパービジョン）、密接な連携・協力により、資質向上に努   

める。  
上姐略  

上立略   

3 略   

第3章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務  

第1節 略   

第2節 相談の受付と受理会議  
1～2 略  

3．年齢要件  
（1）～（2）略  

（3）妊婦からの相談については、相談の趣旨を十分受け止めた上で、盗塁   

に応じ福祉事務所、保健所、市町村保健センター、医療機関等適切な機  

（史 各職員は内部の職員又は外部の専門家による教育・訓練・指導（ス   
ーパービジョン）を受け●る機会を積極的に活用し、また相互の教育・訓   
練・指導（スーパービジョン）、密接な連携・協力により、資質向上に   

努める。  
上吐 略  

上吐 略   

3 略   

第3章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務  

第1一節 略   

第2節 相談の受付と受理会議  
1～2 略  

3．年齢要件  
（1）～（2） 略  

（3）妊婦からの相談については、相談の趣旨を十分受け止めた上で、昼壁   
所や市町村保健センターとの十分な連携の下、必要に応じ、医療機関、  

関にあっせんするとともに、将来新生児等に対する児童相談所の指導  福祉事務所等適切な機関にあっせんするとともに、出生後に想定される  
援助の必要性が想定される事例については、問題の早期発見・早期対応  子どもの養育上の問題について、早期発見・早期対応及び一貫した指導  

指導・援助の一貫性を確保する観点から、主たる対応機関との情報交換  援助の実施に努めること。さらに、子どもの出生前であっても必要な  

場合には、市町村と連携して、要保護児童対策地域協議会等を活用し、   を密にする等、十分な連携を図ることが望ましい。  

出生後㈱こついて検討することも必要である。   

4．管轄  
（1）～（8） 略  

（9）また、平成16年の児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法   
律により、国及び地方公共団体の責務として、「関係省庁相互間その他   
関係機関及び民間団体の間の連携の強化」が法律上明記されたところで   

ある。  
この関係機関による連携には、子どもの転居時における自治体相互間  

4．管轄  

（1）～（8）略  

（9）また、平成16年の児童虐待の防止等に関する曝律の一部を改正する法   
律により、国及び地方公共団体の責務として、「関係省庁相互間その他   
関係機関及び民間団体の間の連携の強化」が法律上明記されたところで   
ある。  

この関係機関による連携には、子どもの転居時における自治体相互間   
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の連携も含まれ、児童相談所相互間の連携も求められているところであ  
る。   

このため、例ぇば、支援を行っている革庭が他の自推津村こ転出する贋  
には、連携を図りつつ対応してきた関係機関等に連絡するとともに、児  

の連携も含まれ、児童相談所相互間の連携も求められているところであ  

る。  

料又は情報を提供する坤  

卿るとき  

は、この限りでないものとされている。  

童福祉法第25条等に基づき、転出先の自治体を管轄する児童相談所に通  
草し、ケ一柳応  
状況など必要な情報を提供するなど、転出先の児童相談所と十分に連携  
を図ることが必要である。   

このため、例えば、支援を行っている家庭が他の自冷体に転出する際  

纏児  

相談ケースの移管及び情報提供等に関する申し合わせ」（平成19年て月  

こ  

中央児   

童相談所に連絡する。  

発見に努める。  
の  ⑤ この場合の通告内容は、要保護児車重A  

転出時期、事例担当児童相談所名とする。  
閲 

参考とされたい。  
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⑦ 児童を発見した児童相談所は、事例を担当していた児童相談所と連   
携を図り、円滑な移管を行㌔   

5～7 略   

8．児童記録票の作成  
（1）児童記録票は、世帯ごとではなく相談を受理した子どもごとに作成   

する。妊婦からの相談についても、子どもが出生後に要保護児童として   

支援の必要が見込まれる場合は、受理した段階で児童記録表を作成し、  

5～7 略   

8．児童記録票の作成  

（1）児童記録票は、世帯ごとではなく相談を受理した子どもごとに作成  
する。  

妊婦自身等に関する記録を残した上、子どもが出生した段階で子どもに  
ついての記録を加えることとし、一貫した指導・援助の経過を残す。  

（2）～（4）略   

第3節 調査  
1～3 略  
4．調査事項  

（1）調査事項は相談の内容によって異なるが、標準的には以下の事項が調   

査対象となる。これらは、榊情報と   

なるので、これらに基づき各自治体において、調査事項及び内容、様式、  

（2）～（4）略   

第3節 調査  
1～3 略  
4．調査事項  

（1）調査事項は相談の内容によって異なるが、標準的には以下の事項が調  「ヽ⊃  
査対象となる  

①～⑧ 略  
手順等を定めるとともに、調査を確実に実施するための調査チェックリ   

スト等を定めることが必要である。   

①～⑧ 略   

（2）法第25条の6において、児童相談所は、法第25条の規定による通告を   
受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、その子ども   
の状況の把握を行うものとされている。  

特に児童虐待に係る通告については、平成19年の児童虐待防止法の改   
正により、児童相談所が同法第6条第1項の規定による通告又は市町村  

（2）法第25条の6において、児童相談所は、法第25条の規定による通告を   
受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、その子ども   
の状況の把握を行うものとされている。   

特に児童虐待に係る通告について峠、児童相談所が児童虐待防止法第   
6条第1項の規定による通告又は市町村若しくは都道府県の設置する福  

祉事務所からの送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣  若しくは都道府県の設置する福祉事務所からの送致を受けたときは、児  

住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を待つつ  童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職  

その子どもとの面会その他の手段によりその子どもの安全の確認を行う  員その他の者の協力を待つつ、その子どもとの面会その他の手段により  
よう努めなければならないこととされている。（児童虐待防止法第8条   その子どもの安全の確認を行うための措置を講ずることとされ、安全確  

認措置の努力義務が義務に改められた（児童虐待防止法第8条第2項）  

（3）また、平成19年の児童福祉法改正により、市町村又は福祉事務所の  
長は、瑚第1項の立  
入調査又は法第33条の一時保護の実施が適当であると判断した場合に  
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は、その旨を都道府県知事等又は児童相談所長に通知するものとされ  

たことから、当該通知があった場合においても、適切な対応を講ずる  
必要がある。   

なお、者聯如こ係る措置の実施状況について、  
都道府県児童福祉審議会（法第8条第2項に規定する都道府県児童福  
祉審議会。卿ては、地  

方社会福祉審議会。明こ報  
告しなければならないこととされている。  

5．調査の方法  

（1）～（3）略  

（4）保護者への出頭要求   

① 対象となる事例  
児童虐待防ヰ法第8条の2の規定に基づく都道府県知事等（児童  

相談所長に権限が委任されている場合は児童相談所長。）による出  

5．調査の方法  

（1）～（3）略   

頭要求は、特に、児童相談所の家庭訪問等によっても長期間児童の  
姿を確認できない事例や呼びかけに対し全く応答がなく安否を確認  

できないような事例について、有効な安全確認の選択肢の一つとな  

ると考えられるため、積極的に活用することとされたい。   
出頭要求を行う際には、保護者がこの出頭要求に応じない場合  

同法第9条第1項の立入調査その他の必要な措置を講じるものとさ  
れていることから、保護者がこれに応じない場合の対応を考慮しな  
がら、冊性を判断する必要がある。同敵第8条の2の出頭要  
求は、あくまでも安全確認の選択肢の一つであり、児童虐待が行わ  
れているおそれがあると認められるとともに、緊急に児童の安全確  
認を行う必要があるなどの場合には、直ちに同法第9条第1項の立  

入調査を行うことも可能である。   
なお、一一度出頭要求に応じたことから安全確認ができた後におい  

て、再度虐待のおそれが生じた場合においても、改めて本出頭要求   
を行うことが妨げられるものではないことに留意されたい。  

② 出頭要求の方法  
保護者に対する出頭要求の告知は、原則として、直接職員が告知   

書を交付することで行うとともに、珊受領証を徴する   
こととし、その経過を記録する。保護者が出頭要求の告知書の受領  
を拒否した場合には、出頭要求に応じないものとして取り扱うこと  
とし、この場合においては、当該拒否の状況について適切に記録す  
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④ 出頭要求に応じない場合の対応  
保護者が出頭要求に応じない場合には、当該児童の安全の確認又   

はその安全を確保するため、速やかに、児童虐待防止法第9条第1項   
の立入調査その他の必要な措置を講じる。  

なお、②で述べたような出頭要求の告知書の受領を拒否する、訪   
問しても応答がない事例については、と酬こ応じないものとし   
て取り扱㌔  

⑤ 記録のあり方   

、 

同立入調査に応じない琴合には、聯第1項の臨検又は   
捜索の実施対象となることもあり得、その場合、同項の許可状を裁   
判官に請求する際、併せて当該草熱こ係る経過を示す必要があるこ  
とから、児童記録票その他の調査記録を適切に作成、保管しておく  
とともに、報告書（作成した職員の署名（記名）押印のあるものを   
いう。椚牒＝∴）を作成する。  

迫L立入調査   
塁 法第29条に規定する立入調査は、法第28条に定める承認の申立を   

行った場合だけではなく、虐待や放任等の事実の蓋然性、子どもの   
保護の緊急性、保護者の協力の程度などを総合的に勘案して、法第   
28条に定める承認の申立の必要性を判断するために調査が必要な場   

合にも行えることに留意する。  
また、児童虐待防止法第9条第1項の規定では、児童虐待が行わ  

（旦立入調査   

ヱ 法第29条に規定する立入調査は、法第28条に定める承認の申立を行   
った場合だけではなく、虐待や放任等の事実の蓋然性、子どもの保護   
の緊急性、保護者の協力の程度などを総合的に勘案して、法第28条に   
定める承終の申立の必要性を判断するために調査が必要な場合にも行   

えることに留意する。  
また、児童虐待防止法塞旦会の規定では、児童虐待が行われている   

おそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち入り、必要   
な調査又は質問させることができること、同条第2項において、立入  

れているおそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち  
入り、必要な調査又は質問させることができること、正当な理由が  
ないのにその執行を拒否した場合、問項により適用される法  
第61条の5の50万円以下の罰金に処することとされているが、立入  

り及び調査又は質問を正当な理由なく拒否をした場合等については  
必要に応じて法第62条第1号の規定の活用を図ること。   

調査の実効性を高める  観点から、立入調査を実施するに当たっては  
正当な理由がないにもかかわらず立入調査を拒否した場合には罰金  
に処せられるこ  とがある旨を、可能な限り保護者に対して告知する。  そ畔第1項  
の臨検又は捜索が行われる可能性がある旨も併せて告知する。   

さらに、上記の告知をしたにもかかわらず、立入調査に応じない  
状況があれば、その場において、立入調査を拒否したものと認める  
旨を言い渡すこととする。   

なお、拒否したかどうかが不明確なままでは、同法第9条の2の  
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再出頭要求や④で述べる告発のいずれにも移行することが困難とな  
ることから、拒否した状況を明確にし、記録しておくことが必要で  

あることに十分留意されたい。  

塾立入調査の必要がある場合には、都道府県知事等（児童相談所長  イ 立入調査の必要がある場合には、都道府県知事等（児童相談所長に   
に権限が委任されている場合は児童相談所長よの指示のもとに実  権限が委任されている場合は児童相談所長）の指示のもとに実施する。   
施する。  

③ 立入調査が拒否された場合において、竺鮎引こついて正当な理   

旦叩こ、原   

則として、紳叫こ、児童虐待防止法第9条の2の再出頭要求の手   
綻に移行する。   

なお、特に、閲、   

当該保護者の行為が悪質で嘩者   

について管轄警察署に告発することを竣討す号㌧   
告発については、事前に管轄警察署等とよく協議した上で行うこ   

七とし、このた瑚  

④革帯圭者から捜査機関に対してなされ各   

犯罪事実の申告及びこれに基づく犯人の処罰を求める意思表示をい  
うが、適切にこれを行うとともにその経過を記録する等  の観点から  
正当妻理由なく閲罰を  

求める旨を記載した告発状を提出することにより、これを行う（別  

添2参照）。   

竺岬削こ至る経緯や具体的事実を証する疎明  

資料として、児童記録票その他の調査記録、住居の写真、児童の居   
住を証するための児童の住民票の写し，立入調査の実施状況に係る   
ビデオ等による音声や画像の記録、と蹄実施状況   

嘩出する。   
なお、聯おいて捜査が開始されるこ   

と坤肖を要する事態とならないよう、告草する   

前の段階陣て、具体的事案に応じて、提出する予定の告発状や   
疎明資料を提示す畔査を行う場所を管轄する警察   

署と協議をされ虹  
⑤ 告発状が受理された後においては、通常、当該事件の捜査のため  

嘩早の事情聴取や琴料の提出が求められることとなるので、積極的  
に協力する。   

なお、捜査の繹異に基づき、走嘩と  
きは、検察官から告発をした者に処分結果が通知され、不起訴とし   
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た場合には、瑚  

留意されたい。   

塾 立入調査、臨検又は捜索筆に当たっては、必要に応じ、市町村に   
対し関係する職員の同行・協力を求める。また、子ども又は調査担  
当者に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られる  

よう、必要に応じ、児童虐待防止法第10条により警察に対する援助   
の依頼を行い、これに基づく連携による適切な調査を行うとともに、   

状況に応じ遅滞なく子どもの一時保護を行うなど、子どもの福祉を  

最優先した臨機応変の対応に努める。  
なお、警察への援助の依頼については、第7章第14節「旦．虐待   

事例等における連携（3）立入調査、臨検又は捜索等における連携」  
を参照すること。  

二  

ことから、輝こ作成、保管してお   

立入調査の状況やこに至る紳  

旦 立入調査に当たっては、その後の家庭裁判所における審判空塾聖   
告発の際の事実関係の確認に資するため、必要な範囲において写真   
やビデオあるいはスケッチ等を含め具体的、詳細な調査記録の作成  
を行うとともに、関係書類等の入手・保存に努める。   

塾 略  

（6）保護者への再出頭要求  

旦 立入調査に当たっては、必要に応じ、市町村に対し関係する職員の   
同行・協力を求める。また、子ども又は調査担当者に対する保護者等   
の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、必要に応じ、児童   

虐待防止法第10条によ■り警察に対する援助の依頼を行い、これに基づ  
●く連携による適切な調査を行うとともに、状況に応じ遅滞なく子ども   
の一時保護を行うなど、子どもの福祉を最優先した臨機応変の対応に   

努める。   

なお、警察への援助の依頼については、第7章第14節「5．虐待事  
例等における連携（3）立入調査におけ  る連携」を参照するこ こ と。  

王 立入調査に当たっては、その後の家庭裁判所における審判等におけ  
亘事実関係の確認に資するため、必要な範囲において写真や   
るいはスケッチ等を含め具体的、詳細な調査記録の作成を行うととも   

に、関係書類等の入手・保存に努める。  
オ 略   

野  

要件とされていることに留意されたい。  
、 （り  

． 

なお、卿行う同法第9条の3の臨検又は捜  
索は、再出頭要求が行われ、輝こ応じないことが要件とさ  

れていることから、同条の臨検又は捜索を行う必要があると思料され  
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判官への許可状の請求が必要である。  

③ 鮒こ対する許可状の請求等   
ア 許可状の請求  

臨検又は捜索に係る許可状は、臨検しようとする児童の住所又  

は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判  
所の裁判官に対してこれを請求する。  

請求先の窓口等については、各地の裁判所から連絡されること  
となっている。   

臨検又は捜索に係る許可状の円滑な請求が可能となるよう、当  
該請求の際に弁護士等の専門家や警察官OBによる助言等を得そ  
ことができる体制を整えておくことが適当である。   

こうした体制強化については、木精針第6章第3節「児童虐待  

防止対策支援事業」に記載している  
・ 法的対応機能強化事業  
・ スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業  

一時保護機能強化事業  
24時間・365日体制強化事業   

などの積極的な活用を図られたい。  
イ 請求書の様式等   

裁判官への許可状の請求は書面により行う（別添4参照L   
なお、日没以降の夜間に臨検又は捜索を行う必要がある場合に  

は、当該夜間執行について、併せて請求する必要があることに留  
意されたい。また、許可状の有効期間が超過し失効した場合であ  
って、特にやむを得ない理由があるときは、裁判官に対し、許可  

状の再請求をすることができる。   
許可状を請求する場合には、児童虐待防止駄第9条の3第3項  

の規定により、児童虐待が行われている疑いがあると認められる  

資料等を添付することとされている。このため、・以下を参考に  
請求書に資料を添付して提出することとされたい。   

なお、裁判官が、許可状を発し、又は許可状の請求を却下した  
ときは、速やかに、許可状の請求書とともに添付資料も返還され  
ることとなる。  

（ア）児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料   

当該資料としては、近隣住民や保育所等の関係機関からの  
聞き取り調書、市町村における対応録の写し、児童相談所に  
おける記録（児童記録表その他の調査記録）などが考えられ   
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る。   
なお、近隣住民等からの聞き取り調書については、供述者   

の署名押印があることが望ましいものの、供述者の署名押印   

のないものであっても、そのことだけの理由で資料から排斥  

f されるものではない（この場合であっても聴取者の署名（記  l  

名）押印は必要である。）  

（イ）臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると  
認められる資料   

当該資料としては、閲写し、臨検しよう  

とする住居の写真（可能な場合、子ども用の玩具・遊具や洗  
濯物など当該住居での 児童の生活を示す写真を含む。）など  

が考えられる。  
（ウ）保護者が児童虐待防止法第9条第1項の立入調査を拒むな  

どし、及び同法第9条の2の再出頭要求に応じなかったこと  
を証する資料   

当該資料としては、出頭要求や再出頭要求、立入調査の実   
施報告書の写しなどが考えられる  

（エ）その他  

料 としては、事案の概要を記した総括報  他に添付すべき資   

告書、児童相談所長が都道府県知事等から権限委任を受けて  
許可状を請求する場合にはその根拠となる法令（地方自治法  
第153条第2項、各都道府県等で定める条例等）などが考え  
られる。  

ウ 許可状の交付  
許可状の請求を受けた裁判官は、臨検又は捜索に係る許可状発  

付の要件の有無を判断し、要件が具備されていると認められる場   
合には、老脚こなる。  

④ 処分を受ける者への許可状の提示  

都道府県知事等は、当該許可状を臨検又は捜索を行う児童相談所   
の職員等に交付するとともに、当該児童相談所の職員等は、臨検又   
は捜索を行うに当たり、これらの処分を受ける者、すなわち臨検又  
は捜率の対象となる住居又は居所に実際に居住している者に提示し  
なければならない。  

不在等のため処分を受ける者に許可状を示すことができないとき  

は、児童虐待防止法第9条の9第1項又は第2項の規定により臨検  
又は捜索に立ち会う者に示さなければならない   
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なお、処分に着手した後、処分を受ける者が現れたときは、その  
者に改めて許可状を示すのが適当である。   

また、許可状の提示は、相手方に記載内容を閲覧・認識しうる方   
法でなされるべきであるが、相手方が閲覧を拒絶するときは、その   
まま執行に着手することができる。   

（9 関係者への身分証明証の提示   

児童相談所の職員等は、児童虐待防止法第9粂の3第1項による   
臨検若しくは捜索又は同条第2項による調査若しくは質問（以下「臨   
検等」）をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請   
求があったときは、これを提示しなければならない。   

⑥ 責任者等の立ち会い   

児童相談所の職員等は、臨検又は捜索をするときは、当該児童の   
住所若しくは居所の所有者若しくは管理者（これらの者の代表者、   
代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。）又は同居の親族   
で成年に達した者を立ち会わせなければならない。   

この場合において、これらの者を立ち会わせることができないと   
きは、その隣人で成年に達した者又はその地の地方公共団体の職員   
を立ち会わせなければならない。   

なお、上記の所有者若しくは管理者又は同居の親族で成年に達し   

た者が立ち会う場合であっても、手続の公正を担保する観点からは、   
当該臨検又は捜索に市町村等の地方公共団体の職員を立ち会わせる   
ことが適切である。   

（D 臨検又は捜索に当たって可能となる処分等   
ア 解錠その他必要な処分   

児童相談所の職員等は、臨検又は捜索をするに当たって必要が   
あるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。   
この「その他必要な処分」の内容・方法は、児童の安全確認又は   
安全確保の目的のために必要最小限度において許容されるもので   
あり、かつ、その手段・方法も社会通念上妥当なものである必要   
記録し、第三者に示すために極めて有効と考えられる。   

⑧ 夜間の執行の制限   
臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載が   

なければ、日没から日の出までの夜間にはしてはならない。   
このため、夜間に臨検又は捜索をしようとするときは、裁判官へ   

許可状を請求する際、その旨も併せて請求する必要がある。   
なお、許可状に夜間でも臨検又は捜索をすることができる旨の記   

∴
岩
－
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載がない場合であっても、日没前に臨検又は捜索に着手したときは、   
日没後でもその処分を継続することができる。   

⑨ 警察への援助要請等   
児童虐待防止法第9条第1項の立入調査と同様に、必要に応じ、   

l  

な援助が得られるよう、同法第10条の規定により、警察署長に対す  
る援助の依頼を行い、これに基づく適切な連携を行う。その際には  

状況に応じ遅滞なく子どもの一時保護を行うなど、子どもの福祉を  

優先した臨機応変な対応をすべきである。   

臨検又は捜索をするに当たって、錠をはずしその他必要な処分を  
行うことができることとされているが、これらの実力行使を伴う処  
分についても、警察官ではなく児童相談所の職員等が行うこととさ  
れていることから、十分な体制を整えるとともに、これらの行為に  
ついての保護者の抵抗も‘あり得ることから、問こ万  
全を期すためにも、警察との連携にもー層配意されたい。  

また、臨検、捜索等を円滑に実施するためには、同法第9条第1  
項の立入調査と同様に、あらかじめ身分証明証を児童相談所の職員  

等に交付しておくことが望ましい。  
⑲ 記録のあり方   

許可状の請求をしたときは、請求の手続、許可状発付後の状況等  
を記録する。また、臨検又は捜索をしたときは、児童相談所の職員  
等は、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作  
成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなけれ  

立会人が署名押印せず、又は署名押印するこ   ばならない。ただし、  

とができない ときは、その旨を付記すれば足りる。  
⑪ 都道府県知事等への報告  

児童相談所の職員等は、臨検、捜索等を終えたときは、その結果   
を都道府県知事等に報告しなければならない。   

都道府県知事等は、都道府県等の児童福祉審議会に、臨検若  
は捜索又はこれに伴う調査、質問の実施状況を報告しなければ  「

、
叩
‥
…
竹
 
 
 

ない。  
⑫頂審査、行政事件訴訟   

晦検等に係る処分については、行政手続法上の不利益処分の手続   
鱒適用されず、禰三（昭和37年法律第160号。）上の不   
服申立てをすることができないとされている。また、行政事件訴訟  
法第37条の4の規定による差止めの訴えも提起することができない   




